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年   月   日

                  殿                    事業所名称・所在地 

                                      使用者職氏名 

契約期間 期間の定めなし 、 期間の定めあり(     年  月  日～    年  月  日)※１ 

就業の場所  

従事すべき業務の内容  

始業,終業の時刻､休憩時間等 始業    時   分 ～ 終業    時    分（休憩時間      分）  ※２ 

所定外労働 

 

１ 所定時間外労働の有無（有（１週  時間、１か月  時間、１年  時間）、無） 

２ 休日労働（ 有（１か月  日、１年  日）、 無 ） 

休  日  

休  暇 

 

１ 年次有給休暇  ６か月継続勤務した場合→     日 

   継続勤務６か月以内の年次有給休暇［有/無］→   か月経過で   日 

   時間単位年休[有／無]  代替休暇[有／無] 

２ 育児休業 取得可能、一定の要件を満たさなければ取得不可能 

３ 介護休業 取得可能、一定の要件を満たさなければ取得不可能 

４ 子の看護休暇 年  日   ５ 介護休暇 年  日 

６ その他の休暇 有給（       ） 無給（       ） 

賃  金 

１ 基本賃金   イ 月給（      円）、ロ 日給（      円）、 

ハ 時間給（      円）、ニ その他（                ）（      円） 

２ 諸手当の額又は計算方法 

イ （      手当    円 ／計算方法：                    ） 

ロ （      手当    円 ／計算方法：                    ）  

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

   イ 所定時間外、法定超 月60時間以内（    ）％、月60時間超（    ）％

所定超（    ）％、 

   ロ 休日 法定休日（    ）％、法定外休日（    ）％、 

   ハ 深夜（    ）％ 

４ 賃金締切日 毎月（     ）日     ５ 賃金支払日 毎月（     ）日 

６ 賃金支払方法（                     ） 

７ 昇給 ［ 有 （時期、金額等                               ） / 無 ］ 

８ 賞与 ［ 有 （時期、金額等                               ） / 無 ］ 

９ 退職金 ［ 有 （時期、金額等                             ） / 無 ］ 

10 労使協定に基づく賃金支払時の控除 ［有（                ） / 無 ］ 

退職に関する事項 

１ 定年制 ［ 有（    歳） / 無 ］ 

２ 継続雇用制度 ［ 有（    歳まで） / 無 ］ 

３ 自己都合退職の手続（退職する   日以上前に届け出ること） 

４ 解雇の事由及び手続（                                ） 

その他 

・社会保険の加入状況（厚生年金 健康保険 その他（               ）） 

・雇用保険の適用［ 有 / 無 ］ 

・その他（                                           ）  

・具体的に適用される就業規則名（                           ） 

労 働 条 件 通 知 書 
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本通知書の交付は、労働基準法第１５条に基づく労働条件の明示及び短時間労働者の雇用管

理の改善等に関する法律第６条に基づく労働条件の明示を兼ねるものであること。 

更新の有無 

※ １  

期間の定めあり

とした場合に記

入 

１ 契約の更新の有無［自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない］

２ 契約の更新は、次により判断する 
・契約期間満了時の業務量  ・勤務成績、態度   ・能力   ・会社の経営状況 
・従事している業務の進捗状況  ・その他（                       ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省HPからも様式がダウンロードできます

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/080327-1a.pdf 

 

 

 

①変形労働時間制等：（  ）単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間の組み合わせによる。    

始業（  時  分） 終業（  時  分） （適用日     ）  

始業（  時  分） 終業（  時  分） （適用日     ） 

始業（  時  分） 終業（  時  分） （適用日     ） 

②フレックスタイム制：始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。（ただし、フレキシブルタイム 

（始業）   時  分から  時  分、（終業）  時  分から  時  分、コアタイム   時  分から  時 分）

③事業場外みなし労働時間制：始業（  時  分）終業（  時  分） 

④裁量労働制：始業（ 時 分） 終業（ 時 分）を基本とし､労働者の決定に委ねる。 

※ ２  

①～④のような

制度が適用され

る場合に記入（①

～④のうち該当す

るもの１つに○を付

け、具体的な条件

を記載すること。） 

みさとさんは労働条件通知書を勤務先から受け取っていたので簡単に確認ができましたが、万一もらえな

かった場合は以下のような対処が可能です。 

① 労働条件通知書を交付してくださいと勤務先に依頼する。 

② それでももらえなかった場合は、勤務先を管轄する労働基準監督署に相談する。 

パートの方は労働局雇用均等室にご相談ください。（相談先一覧は最終ページをご覧ください。） 

コーヒーブレイク  〈残業には２種類ある？？〉 

「残業」には２種類あるのをご存知ですか?１つは、契約で決まっている就業時間を超えて働く「所定外労

働」と呼ばれるもの。もう１つは、法定労働時間（１週４０時間、１日８時間が原則）を超えて働く「時間外労働」

です。時間外労働の場合は 25%以上賃金が割り増しされます（下図参照）。労働条件通知書の「賃金３」を確

認しておきましょう。 

〈労働条件通知書をもらえない場合はどうする？〉 

所定労働時間 所定外労働 

時間外労働 

時給 800 円 時給 1000 円 

時給 800 円の A 子さんのケース 

20 時(10 時間)9 時 
17 時(7 時間) 18 時(8 時間) 

※昼休みが途中１時間あります 
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東吾：確かにそうなのです。ですが、パートは休みの日は家事などをしているのでリフレッシュして

いるわけではないのです。部長が常日頃おっしゃるように、いい仕事をするためにはリフレッシュ

が必要で、それは正社員でもパートでも同じです。労働基準法でも正社員･パートの別を問わず年

次有給休暇を付与しなければならないと規定されています。コンプライアンスを高めながらパート

の働く意欲も高めた方が得策と思いますが？ 

大宮部長：･･･。（きっぱりと）君の言いたいことはわかった。君がそこまで言うなら年次有給休暇を

パートにも与えよう。 

東吾：ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その後～どう決着したか～】 

大宮部長から、これからはパートに年次有給休暇を与えることと、個人ごとの年次有給休暇付

与日数を知らされたパート一同。大宮部長の説得に当った東吾さんはパート仲間から一躍脚光を

浴びることに。みさとさんもひそかに東吾さんを見直しました。みさとさんは今度年次有給休暇を

使って帰省し、娘のうららちゃんの成長ぶりを親に見せようと思っています。もちろん、休暇を使っ

たらその分しっかり仕事をしてみんなの思いやりに応えるつもりです。 

 

コーヒーブレイク 〈パートは法律で守られない。ウソ･ホント？〉 

パートだから最低賃金より低い賃金でも仕方ない、パートだから雇用保険に入れなくても仕方な

い･･･皆さんにはそんな思いはありませんか？パートであっても、各種労働法令により保護されてい

ます。以下はその一部にすぎませんが、覚えておきましょう！ 

・ 最低賃金法に基づき定められた最低賃金がパートにも適用されます。最低賃金額より低い金額

で働かせることはできません。 

・ パートでも一定基準（①１週間の所定労働時間が２０時間以上、②３１日以上引き続き雇用され

ることが見込まれる）を満たせば雇用保険の被保険者となり退職後、一定要件を満たせば失業

等給付が受けられます。 

 

労働局より一言 

もしこのように説得しても年次有給休暇がとれない場合に

は勤務先の管轄の労働基準監督署に相談してみましょう! 
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みずほさんは仕事を続けられるのでほっとしています。みさとさんもスキルアップのチャンスが巡

ってきたと意欲満々です。 

 

コーヒーブレイク 〈勤務先にうまく「物申す」コツ〉 

 

みさとさんやみずほさんのように、勤務先のルールが自分に合わなくて困ることは誰にでも起

きうることです。そのときには勤務先に上手に自分の要望を伝えていきたいですよね。例えば皆

さんは勤務先に退職を勧められたものの、本当は退職をしたくないときにどんな反応をします

か？ 

① は、はい、わかりました・・ 

② 雇用を守るのは会社の義務ですよ。責任を取ってください！ 

③ 退職のお勧めに自分に至らない点があったのかと驚いています。今は勤続したいと思って 

いるのですが、事情を教えていただけますか？ 

あなたが①を実行すれば、本心が会社に伝えられないままに退職することになり不本意な結

果に終わります。②をとると、あなたの気持ちはすっきりするかもしれませんが、勤務先は不愉

快になり、職場環境が悪くなる可能性があります。また、雇用が会社の義務かどうかの議論にな

り、本心の「退職したくない」気持ちが伝わらないこともあります。③は自分の正直な気持ちをま

ず勤務先に伝えたうえで、相手の事情を確認しています。事情を聞けば、例えば相手に提案を

する、選択肢を示すなどの建設的な行動につなげることもできるでしょう。相手の言い分に納得

すれば退職すら選択肢になります。結果は同じでも、①には「辞めさせられた」という恨みがまし

い気持ちが残るのに対し、③には「自分で選択した」という納得した気持ちが持てるのです。 

③のようなコミュニケーションを「アサーション」といい、自分と相手の気持ちのどちらかを否定

するのではなく、相手も自分も大切にするスタイルです。自分の考えを素直にその場にふさわし

い方法で表現するとともに、相手も同じように表現することを当然と考える態度ともいえます。ア

サーションは書籍になっているものも多いですし、自治体の男女共同参画センターなどでセミナ

ーをしていることもあります。よりよいコミュニケーションを目指したい方は探してみましょう。 
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間にそれぞれが１年間まで育児休業を取得できます（パパ･ママ育休プラス）。さらに、通常育児休

業は１回だけ取得できますが、父親が出産後８週間以内に育児休業を取得した場合、再度育児

休業を取得できます。 

 

【その後～どう決着したか～】 

大宮部長は、男性も家事や育児をすること、仕事を通して輝きたい女性がいることを少しずつ

理解しつつありました。とはいえ、育児休業でみさとさんや東吾さんが職場を長期に離れると仕事

に支障が出て困るという人事労務責任者としての本音もありました。 

そこで、東吾さんは育児休業中に一段簡単な仕事をしている人（A さん）にみさとさんや東吾さ

んの仕事を任せ、そして A さんの仕事をさらに簡単な仕事をしている人に任せる･･という順送り方

式を大宮部長に持ちかけたのです。最も簡単な仕事をしている人のところになら、パートを育児休

業中だけ雇い入れても十分仕事は回ります。大宮部長は東吾さんの話に納得し、みさとさんと東

吾さんの育児休業を快諾したのでした。 

 

 

 

東吾：つまり、僕とみさとの両方が育児休業をすればこういうことが可能になるわけだね。 

みさと：出産直後や私が職場復帰する頃に東吾が休んでくれれば安心だわ！ところで、大

宮部長をどう説得するかが問題ね。 

東吾：僕に考えがあるんだ。（東吾とみさとのイラストに吹き出しで） 

母 

父 

産後休業 

父 育休 

母 育休

父 育休 

１歳到達 １歳２ヶ月 

コーヒーブレイク 〈育児休業中の家計をどうする？〉 

育児休業中は給与なしの勤務先が多いのですが、休業中の収入源をカバーする経済的支援措置があり

ます。要件に該当すればパートの方の利用も可能です。 

○ 育児休業給付･･･雇用保険の被保険者の方が育児休業を取得した場合、一定要件を満たすと給付金の

支給を受けることができます。詳しくはハローワークへ。 

○ 社会保険料の免除･･･育児休業中の社会保険料（健康保険・厚生年金保険）は、勤務先が年金事務所ま

たは健康保険組合に申し出ることによって、被保険者本人負担分及び勤務先負担分ともに免除が受けら

れます。 







し、
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